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５ 規制に関する基本ルールの見直し 
 

１ 今後の規制改革推進の在り方 

  

（１）規制改革推進体制の在り方 

 規制改革は、政権のサポートの下で、スピード感・緊張感を持って進めることが肝

要であることから、より強力かつ集中的に規制改革を実行できるよう、総合規制改革

会議がその設置期限を迎えた後も、引き続き内閣総理大臣の下に時限的な規制改革推

進機関を設置するとともに、その事務局機能を強化する。 

 また、規制改革の推進に当たり、今後とも民間の学識経験者や実業界等の知見を十

分に活用できる体制とする。 

 さらに、一層の規制改革の実を上げるため、構造改革特別区域推進本部を始めとし

た関連する諸組織との連携を今後とも密にする。 

 具体的には、 

① 現在「特区」において規制改革の要望がある事項をできる限り実現するよう、構

造改革特別区域推進本部との連携を強化する。 

② 内閣府に寄せられる日本の市場アクセスに係る苦情や、総務省が全国に展開して

いる行政相談窓口に寄せられる行政相談の中で、規制改革に関するものについては、

規制改革推進機関にも随時情報提供する。 

③ 総務省が行っている規制に関する政策の評価及び行政評価・監視に基づく関係府

省に対する意見・勧告事項並びに公正取引委員会による競争政策の観点からの関係

府省に対する要請事項についても、規制改革推進機関へ情報提供する仕組みを作り、

規制改革推進機関も当該事項の扱いについてフォローする。 

④ 既存規制のチェックの際活用すべきである「規制影響分析（ＲＩＡ）」について、

その分析手法の開発・向上に向け、規制改革推進機関と総務省及び各府省は連携す

る。 

⑤ 規制改革と公正競争促進は一体であることから、規制改革推進機関と公正取引委

員会は、引き続き密接な協力体制を維持する。 

（Ⅰ共通10(1)①） 

 

（２）「規制改革・民間開放推進３か年計画」の策定 

 総合規制改革会議が規制改革を強力に進めることができた理由の一つは、総合規制

改革会議の答申が「規制改革推進３か年計画」に反映されるシステムにある。 

 したがって、今後とも規制改革を一層推進するため、平成16年度を初年度とする「規

制改革・民間開放推進３か年計画」を、平成15年度中に策定する。 
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（３）規制改革推進機関による規制改革手法の見直し 

 規制は、その導入時には、社会的なニーズを背景として、相応の検討を経て設けら

れるものであるが、その後の社会経済情勢の変化の中で、その意義や必要性が低下し

たにもかかわらず制度が見直されない場合に、多くの問題が生じる。 

 したがって、規制改革推進機関の活動の中心は、今後とも既存規制の見直しとする

が、その手法について、従来の手法に加え、以下の手法も取り入れることとする。 

 

① 規制影響分析（ＲＩＡ： Regulatory Impact Analysis）の活用 

 規制影響分析（ＲＩＡ）とは、規制の導入や修正に際し、実施に当たって想定さ

れるコストや便益といった影響を客観的に分析し、公表することにより、規制制定

過程における客観性と透明性の向上を目指す手法である。 

 基本的に、ＲＩＡの手法は、規制導入時における客観性や透明性を高めるもので

あるが、それに加え、規制の導入から一定期間が経過した後に、当該規制がその時

点での社会経済情勢に照らしてなお最適であるか否かを判断する材料としても有効

である。 

 したがって、後述（２（１））のとおり各府省が実施すべきＲＩＡについて、規制

改革推進機関が既存規制をチェックする際にも活用できるような仕組みを作ること

とする。（Ⅰ共通10(1)②ア） 

 

② 「基準」による規制のチェック 

 規制の必要性・合理性等を迅速かつ客観的に議論・判断していくため、規制改革

推進機関は、規制の見直し基準を早急に策定し、これに基づいて既存規制の見直し

を推進する。 

 その基準は、「中央省庁等改革基本法」（平成10年法律第103号）第44条第１項の規

定及び「規制改革推進３か年計画（再改定）」において、規制の見直しの視点として

掲げられている事項を参考にしつつ、参入・退出、業務内容、競争条件といった観

点で設定し、個別分野ごとのものではなく横断的なものとする。 

あわせて、その基準は、最低基準としてではなく、むしろ標準として、例えば、

その基準を上回る規制については、その必要性・妥当性をより厳しく検証するとい

う形で用いることとする。（Ⅰ共通10(1)②イ） 

  

③ 規制の把握と公開 

 規制改革推進機関が規制を効果的にチェックしていくためには、規制を的確に把

握することも必要となる。 
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 したがって、例えば、規制の新設・改廃時に、所管府省からその情報（ＲＩＡ等、

個々の規制に対する所管府省の考え方も含めた情報を含む。）が規制改革推進機関に

提供されるといった仕組みを作ることとする。 

 さらに、個々の規制の適正性を担保するためには、当該規制を規制改革推進機関

のみならず公衆の監視の下に置くことが重要であることから、規制改革推進機関が

把握している規制の情報については、インターネット等により広く公開する。その

際は、分野横断的な比較が容易となるようできる限り一覧性を持たせるとともに、

ＲＩＡ等も含めた情報を公開するなど、規制改革を促すようなものにすることが重

要である。 

 なお、情報提供された規制案の中に、上述の「基準」に照らして改革の方向性や

理念に反すると認められるものがあった場合、規制改革推進機関は、所管府省に対

して必要に応じて意見を述べることとする。 

 その際、「規制改革推進３か年計画（再改定）」において規制の新設審査を行うこ

ととしている各府省の大臣官房等、内閣法制局、総務省行政管理局、財務省主計局

も引き続き厳格に審査を行うとともに、規制改革推進機関の求めに応じ、情報提供

など必要な協力を行うこととする。（Ⅰ共通10(1)②ウ） 

 

④ 規制改革要望窓口の強化 

 これまで、規制改革は各界から寄せられる要望を契機として行われてきたが、今

後も、要望を吸い上げ、改革へとつなげていくことは引き続き重要であり、したが

って、これまで以上に広く要望を吸い上げていく必要がある。 

 そのために、前述の規制に関する情報公開に加え、要望受付窓口の一層の強化（詳

細については、「Ⅱ 重点計画事項（分野横断的な取組）」の「４ 『規制改革集中

受付月間』の推進」を参照。）を図ることにより各界各層からの要望の提出を促し、

「細部に宿る規制」の発掘を一層強化していく。 

 

２ 規制に係る手続の見直し 

 規制について、適正、透明かつ効果的な運用を確保する観点から、規制に係る一般的

な手続についても、これまでの運用状況、問題点、制度導入時に積み残された課題等を

踏まえ、見直しを行うこととする。 

すなわち、規制の制定過程や運用における客観性・透明性の向上等を図る観点から、

ＲＩＡを導入するほか、パブリック・コメント手続、日本版ノーアクションレター制度、

行政手続法の見直しを行うこととする。 

 

（１）ＲＩＡ導入の推進【平成16年度以降逐次実施】 
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 ＲＩＡは、1980年代以降、米国、英国等において導入が進んでいる。我が国では、

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号）に基づく「政策評

価に関する基本方針」（平成13年12月28日閣議決定）において、規制に係る政策評価の

実施に向け積極的に取り組むこととしており、その取組を着実に推進する必要がある

ものの、義務付けには至っていない。 

 しかしながら、ＲＩＡの手法は、規制導入時における客観性や透明性を高めるだけ

でなく、先述のとおり既存規制をチェックするツールとしても有効であることから、

すべての規制の新設・改正時に用いることとし、以下のようにその導入を推進する。 

 

① ＲＩＡについては、各府省において平成16年度から試行的に実施することとし、

評価手法の開発された時点において、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の

枠組みの下で義務付けを図るものとする。 

  このため、毎年度、総務省は、規制改革推進機関と連携しつつ試行的なＲＩＡの

実施状況を把握・分析するとともに、その結果得られたこれらの取組の推進に資す

るような知見・情報等を各府省に対して提供することや調査研究等を通じて、政策

評価の観点から早急にその評価手法の開発の推進に努めることとする。 

  また、各府省においても、規制改革推進機関及び総務省と連携しつつ評価手法の

開発の推進に努めることとする。（Ⅰ共通10(2)①ア） 

 

② ＲＩＡが客観性を持ち得るためには、可能な限り定量的かつ詳細な分析が必要で

あるが、その分析手法が確立していない現時点においては、一律に定量かつ詳細な

分析を義務付けることは行政コストを増大させるのみで実益に乏しい。 

したがって、当面、ＲＩＡについては、諸外国の例を参考にしつつ分析項目のみ

提示し、内容面については徐々に充実させていくことが適当である。また、定期的

なレビューの実施に資するため、レビューの時期や規制を見直す条件等を盛り込む

ことが適当である。 

  項目例としては、以下の項目が考えられる。 

ア 規制の内容（規制の目的・必要性等を含む。） 

イ 規制の費用分析（規制実施による行政コスト、遵守コスト、社会コストの推計） 

ウ 規制の便益分析（規制実施による産業界や国民への便益、社会的便益の推計） 

エ 想定できる代替手段との比較考量 

オ 規制を見直す条件 

カ レビューを行う時期 

（Ⅰ共通10(2)①イ） 
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（２）パブリック・コメント手続の見直し【平成16年度中に措置】 

 平成11年に閣議決定によって導入した、いわゆるパブリック・コメント手続（「規制

の設定又は改廃に係る意見提出手続」）は、国民の権利や義務に直接関わる規制の設定

や改廃について、行政機関が原案を公表し、広く国民から意見を聴取・把握した上で、

これらを考慮し、最終的な決定を行うという手続を定めたものであり、規制改革推進

において極めて重要な役割を担うことが引き続き期待されている。 

 しかしながら、本手続における意見・情報の提出主体である国民・事業者からは、

提出した意見に対する回答内容の一層の充実や、意見募集の期間の確保、手続対象の

範囲の拡大等を求める声が多い。 

したがって、規制改革の一層の推進という観点から、本制度について以下のように

見直しを図る。 

 

① 現在、「１か月程度を一つの目安」として、各案件については各府省の裁量にゆだ

ねている意見・情報の募集期間について、原則30日間を確保することとし、例外的

にそれを下回る期間を設定する場合においては、その理由を募集の周知と同時に公

表する。（Ⅰ共通10(2)②ア） 

 

② 現在、各行政機関は、提出された意見・情報について考慮したことを明らかにす

るために、当該行政機関の考え方を取りまとめ、公表しているが、この仕組みが本

制度全体において極めて重要な役割を担っていることにかんがみ、特に意見を採用

しない場合において、行政機関の考え方を分かりやすく詳細に公表する。（Ⅰ共通

10(2)②イ） 

 

③ 質の高い規制の制定はもとより、有効な代替案を見出す可能性を高める等の観点

から、パブリック・コメント手続に際しては、その対象となる規制原案に、可能な

限り当該原案に係るＲＩＡを付して、意見・情報の募集の対象とする。（Ⅰ共通10(2)

②ウ） 

 

④ 後述する行政手続法の見直し作業において、パブリック・コメント手続の法制化

についても検討を行う。（Ⅰ共通10(2)②エ） 

 

⑤ 総務省は、例えば「意見・情報の処理方法に不備があるものが無いか否か」、「公

表時期に不備があるものが無いか否か」といった観点から、本制度の実施状況に係

る調査項目の充実を図るとともに、所管事項に係る苦情処理・相談を行い、パブリ

ック・コメント手続の適正な運用を図る。（Ⅰ共通10(2)②カ） 
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（３）日本版ノーアクションレター制度の見直し【平成16年度中に措置】 

 広く社会や経済の環境変化に応じて、民間における新たな挑戦や新しい発想に基づ

く事業活動が機敏に行われるためには、当該活動が法令に抵触するか否かということ

についての予見可能性の向上が図られることが重要であり、この観点から、平成13年

に、民間企業等がある行為を行うに際して、当該行為について特定の法令の規定との

関係を事前に照会できるようにする、いわゆる日本版ノーアクションレター制度（「行

政機関による法令適用事前確認手続」）を閣議決定により導入した。 

しかしながら、制度導入から現時点に至るまでの本手続の活用件数については、極

めて少ないのが実態である。 

したがって、今後は、導入後の活用状況を検証し、いかに制度の使い勝手を高める

かということが課題となる。同時期に導入した類似の制度である「税務上の取扱いに

関する事前照会に関する文書回答」制度について、現在見直しを進めていることもあ

り、規制に関する日本版ノーアクションレター制度についても、以下のように見直し

を図る。 

 

① 現在、本制度の対象は「ＩＴ・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発

に行われる分野」としているが、本来、本制度をこのような一定の分野に限って導

入する必然性は無く、現に、ほとんどの省庁においては、既に上記分野に限定せず

広く照会対象とする考えを示している。 

  したがって、少なくとも事業活動を規制する法令については、本手続の対象とす

るよう対象範囲を見直す。（Ⅰ共通10(2)③ア） 

 

② 現行制度においては、行政庁が処分等の権限を有している場合に限定されており、

そのような処分等の権限が無く、直接に裁判所が法令の解釈適用を行うべき場合は

除外している。しかし、特定の条項に違反する行為が罰則の対象となる場合であっ

ても、当該特定の条項が処分の根拠を定めるものであれば、その適用について事前

に確認することができる。例えば、「○○を行うつもり。△△法□□条では▲▲の行

為を行おうとする場合、許可を要することとされ（、無許可で▲▲の行為を行った

者は罰則の対象となることとされ）ている。○○は▲▲に含まれるか。（＝○○の行

為は△△法□□条の許可を要するかどうか。）」との照会は現行制度においても可能

である。 

本制度については、例えば「自己の事業活動に係る具体的行為が特定の法令等に

規定される定義や範囲に該当するか否か」等を照会したいとの要望が強く存在する。

そこで、現行制度の趣旨を一層徹底する観点から、特定の規定に違反する行為が罰
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則の対象となる場合であっても、当該条項を根拠とする処分があれば本制度の対象

となっていることについて周知を図る。（Ⅰ共通10(2)③イ） 

 

③ 本手続に基づいて照会を行うことができる者は、「将来自らが行おうとする行為に

係る個別具体的な事実」を有する民間企業等又はその代理人としているが、照会主

体の範囲の拡大を求める声が強いこと、照会主体の限定が本制度活用の制約要因と

なっていることにかんがみ、本制度を補完するものとして、例えば民間における団

体が会員たる個別企業を代表して照会を行う場合においても、行政機関はできる限

り具体的に回答する。（Ⅰ共通10(2)③ウ） 

 

④ 閣議決定による指針の下で、本制度の具体的実施方法等については、各府省の判

断の下での細則にゆだねているために、各細則間に内容の強弱あるいは規定の有無

といった差異が見られるが、その中には、以下のように合理的な理由に欠く事項も

あり、早急な見直しを図る。 

 

ア 当該回答に至った見解や根拠を回答に盛り込むか否かについて、(a)必ず明記し

なければならないと義務付けている府省、(b)付すことができると規定するにとど

まっている府省、(c)全く定めの無い府省、との別が見られるが、本制度の趣旨を

いかすために、すべての細則において、回答には具体的な見解や根拠等を必ず盛

り込むこととする規定を置く。（Ⅰ共通10(2)③エ(ｱ)） 

 

イ 照会者又はその代理人からの照会の取下げの申出に対する回答の不実施につい

て、(a)規定を設けている府省、(b)規定を設けていない府省、との別が見られる

が、すべての細則において、照会者又はその代理人から照会の取下げの申出があ

った場合は、当該申出に係る照会に対する回答を行わないこととする規定を置く。

（Ⅰ共通10(2)③エ(ｲ)） 

 

（４）行政手続法の見直し 

平成６年に施行した行政手続法は、許認可等の申請に対する処分の手続、不利益処

分の手続、行政指導の手続、届出の手続等について、行政機関と国民・事業者との間

の共通的なルールを定めた法律であり、行政運営における公正の確保と透明性の向上

に資するものとして、我が国における規制改革をより実効あるものとしていく上で重

要な役割を担っている。このため、「規制改革推進３か年計画（再改定）」においても

規制改革の推進に伴う制度的な取組として、「行政手続法を遵守し、許認可等の行政処

分及び行政指導の透明性・明確性を確保する。また、引き続き国民・事業者に行政手
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続法の周知を図り、その活用を促す。」としているところである。 

しかしながら、国民・事業者からの「行政指導に対する書面交付請求がしにくい」、

「届出になったものの許認可と変わらない運用があるが、これに応じざるを得ない」

といった声に見られるように、いまだ行政手続法が目指す官と民の関係に到達してい

ないとの指摘が多い。 

言うまでもなく、その解決には一層の官民双方の意識改革と実際の活用・行動が不

可欠であるが、一方、このような国民・事業者からの意見や要望を踏まえると、行政

手続法の見直しや運用の改善を図るべき事項もあると考えられる。 

したがって、規制改革の一層の推進という観点から、以下のように行政手続法の見

直しを行うとともに、その運用について改善する。 

 

① 総務省は、行政手続法施行後10年間の運用状況を踏まえ、速やかに行政立法手続

等を含めた行政手続法の見直しを行う。なお、その際、規制の設定又は改廃に係る

パブリック・コメント手続の法制化についても検討を行う。【平成16年度中に検討開

始】（Ⅰ共通10(2)④ア） 

 

② 上記の行政手続法の見直しにおいて、行政処分や行政指導における書面交付制度

の在り方について、改めて実態調査を行った上で改善すべき点が無いか、検討を行

う。【平成16年度中に検討開始】（Ⅰ共通10(2)④イ） 

 

③ 申請に対する審査基準や処分の基準について「できる限り具体的なものとしなけ

ればならない」、「（適当な方法により）公にしておかなければならない」と定める行

政手続法の趣旨を踏まえ、申請者たる事業者等から「審査基準の内容について不十

分」との指摘や「審査基準の一層の具体化を求める」との要望があるものについて

は、各所管府省においてパブリック・コメント手続等を行った上で、早急に具体化

するとともに、「審査基準の公表がなされていない」との指摘があるものについては、

原則公表する。【平成16年度中に措置】（Ⅰ共通10(2)④ウ） 

 

④ 総務省は、現在実施している「行政手続法の施行状況に関する調査」の調査項目

について、例えば審査基準設定の有無のみならず公表の有無を加える等、その拡充

を図る。【平成16年度中に措置】（Ⅰ共通10(2)④エ） 

 

３ 地方公共団体における規制改革の促進に向けた方策【平成16年度以降逐次実施】 

我が国が、国全体として規制改革の主目的である「生活者・消費者本位の経済社会シ

ステムの構築と経済の活性化」を図っていくためには、国における規制改革だけでなく、



 Ⅱ基本- 9 -

地方とも一体となった、あるいは一貫した取組が必要であることは、「規制改革推進３

か年計画（再改定）」を始め、地方分権の潮流においても度々言及されているところで

ある。 

地方公共団体においては、例えば総務省のホームページ上で各都道府県別にまとめら

れているように、規制緩和や業務の民間委託の推進等が進められており、加えて先般の

構造改革特区制度のスタートによって国の規制改革への関心が一層高まってきている

ことから、引き続き、規制改革が地方公共団体独自に、あるいは国と地方公共団体との

連携の下で進められていくことが期待される。 

したがって、国においては地方分権の精神を十分尊重しつつ、国・地方を通ずる規制

改革推進の観点から、地方公共団体に対し、積極的に規制改革に取り組むよう要請する

とともに、国においても、地方公共団体における国の法令等に基づく規制について、必

要に応じ検討・見直しを行うほか、以下に掲げる点について取り組む。 

 

（１）現在、構造改革特区制度の仕組みにより、従前に比べ地域住民・事業者の要望が明

らかになりつつある。 

  したがって、規制改革推進機関においても、今後とも構造改革特別区域推進本部と

の一層の連携を図りながら地方における実態の把握を行った上で、問題点や課題を明

らかにしていく。（Ⅰ共通10(3)①） 

 

（２）規制改革推進機関は、全国的な規制改革を一層推進するという観点から必要と考え

られる場合には、関係府省に対し、地方における規制改革を支援するような形での技

術的助言等を、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しつつ行うよう求める。（Ⅰ共

通10(3)②） 

 

（３）全国展開を図る事業者にとって、各種申請書類等の様式や仕様等が各地方公共団体

において異なることは重い負担となる場合があるため、その統一化を望む声も多い。 

  したがって、上記のような要望が「規制改革集中受付月間」等を通じて寄せられ、

かつ、それに国として対応することが地方分権推進の趣旨に反しない場合には、規制

改革推進機関は、関係府省に対し、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しつつ、

当該申請書類等の標準様式・仕様を作成し、地方公共団体へ提示を行うことを求める。

（Ⅰ共通10(3)③） 

 

（４）公正取引委員会により「競争政策の観点からみた地方公共団体による規制・入札等

について」（平成11年６月）、「公共調達における競争性の徹底を目指して（公共調達と

競争政策に関する研究会報告書）」（平成15年11月）が取りまとめられており、実態把
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握等に有益なものとなっているが、引き続き公正取引委員会は、地方公共団体におけ

る規制改革の推進に資する調査・提言を行う。（Ⅰ共通10(3)④） 

 


